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政
治
資
金
の
透
明
性
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

前
回
質
問
主
意
書
で
は
、
政
治
資
金
の
透
明
性
を
高
め
る
上
で
の
現
行
の
政
治
資
金
規
正
法
の
限
界
に
つ
い
て
報
じ
た
二
〇

〇
七
年
十
月
二
十
日
付
毎
日
新
聞
一
面
の
記
事
（
以
下
、
「
毎
日
記
事
」
と
い
う
。
）
に
触
れ
、
内
閣
と
し
て
、
大
臣
、
副
大

臣
等
の
認
証
官
は
現
行
の
政
治
資
金
規
正
法
で
は
取
り
決
め
が
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
自
主
的
に
全
て
の
支
出
に
つ
い
て
領
収

書
を
公
開
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
質
問
し
た
。
こ
の
こ
と
と
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
一
四
一
号
）
の
内
容

を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
政
治
資
金
に
関
す
る
仕
組
み
は
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
活
動
の
在
り
方
と
密
接
に
関
連

す
る
事
柄
で
あ
る
た
め
、
政
治
資
金
収
支
報
告
書
へ
の
記
載
及
び
領
収
書
等
の
写
し
の
提
出
に
関
す
る
現
行
の
基
準
を
変
更

す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
各
党
各
会
派
に
お
い
て
十
分
御
議
論
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ

れ
て
い
る
が
、
私
が
問
う
て
い
る
の
は
、
内
閣
を
構
成
す
る
認
証
官
で
あ
る
大
臣
間
で
、
「
毎
日
記
事
」
で
掲
載
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
政
治
資
金
の
透
明
性
に
著
し
い
差
が
あ
る
こ
と
は
、
国
民
の
政
治
資
金
に
対
す
る
不
信
感
を
助
長
す
る
こ
と
に
な

ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
各
党
各
会
派
で
の
議
論
と
は
別
の
話
で
あ
る
。
改
め
て
、
閣
僚
間
で
政
治
資
金
の
透
明
性

に
つ
い
て
著
し
い
差
が
あ
る
こ
と
に
対
す
る
内
閣
と
し
て
の
見
解
を
問
う
。

一



二

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
現
行
の
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
で
は
、
経
常
経
費
及
び

政
治
活
動
費
で
一
件
当
た
り
の
金
額
が
五
万
円
未
満
の
支
出
に
つ
い
て
、
個
別
の
支
出
内
容
の
報
告
等
は
求
め
ら
れ
て
い
な

い
。
お
尋
ね
は
、
個
人
の
政
治
活
動
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た

い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
前
回
質
問
主
意
書
で
は
、
一
連
の
政
治
と
カ
ネ
に
ま
つ
わ
る
不
祥
事
を
受
け
、
国

民
の
政
治
資
金
に
対
す
る
不
信
感
が
高
ま
っ
て
い
る
現
状
を
鑑
み
、
せ
め
て
内
閣
を
構
成
す
る
大
臣
、
副
大
臣
等
の
認
証
官

は
、
現
行
法
の
取
り
決
め
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
全
て
の
支
出
に
つ
い
て
領
収
書
を
公
開
す
る
な
ど
の
方
策
に
よ
り
、
進
ん
で

自
ら
全
て
の
政
治
資
金
の
使
途
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
問
う
た
も
の
で
あ
る
。
右
は
、
内
閣
の
長

で
あ
る
内
閣
総
理
大
臣
が
公
表
す
る
と
言
え
ば
可
能
な
こ
と
で
あ
る
と
思
料
す
る
と
こ
ろ
、
内
閣
を
構
成
す
る
大
臣
、
副
大

臣
等
の
認
証
官
は
、
現
行
法
で
の
取
り
決
め
は
な
い
に
し
て
も
、
進
ん
で
自
ら
の
政
治
資
金
の
使
途
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
政
治
の
信
頼
回
復
に
む
け
て
の
一
助
と
な
る
と
考
え
る
が
、
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

二


